
工事における車両動線及び資材置場 

工事期間中について、第一駐車場に仮設火葬炉棟を設置するとともに、工事ヤード等としても

利用するため、現行のマイクロバス用駐車場や会葬者等の十分な駐車場が確保できない状態とな

る。そのため、中央ロータリー池を埋め立て舗装を行い、マイクロバス等の駐車場とすることを

想定する。工事完了後、火葬件数の増加に伴い霊柩車の待機場所等としても活用するものとする。

また、以下のように旧東清掃事業所跡地の一部を臨時駐車場及び工事ヤードとして整備を行い、

工事完了後には、舗装にて返還を行うものとする。又敷地内の搬出入動線は存置とする。 

 

 

図 改修工事期間中 

 

図 改修工事後 
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